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１ 第 1１次豊田市交通安全計画とは                                                  
交通安全対策基本法（第 26 条）に基づき、国・県の計画を上位計画として、豊田市の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ⾧期的な施策の

大綱を５年ごとに定めるもの。 
  
 
 

                                    
２ 第 10 次豊田市交通安全計画（前計画）の評価                                            

                                  
 
                                                
                                                                                                                    
 
                                    

    
                                                  
                                                 
                                                 
                                                 
３ 豊田市の交通事故の現状と課題（年齢層・当事者）                                                
 

 
 
 
      

 
                

         
              

 
第 1１次豊田市交通安全計画（概要） 

（国）第 1１次交通安全基本計画 
〔令和３年 3 月〕 

(県)第１１次愛知県交通安全計画 
〔令和３年７月〕 

第 1１次豊田市交通安全計画 
〔令和３年 12 月〕  

【国・県の計画と整合】 計画期間: 
令和３年度～令和７年度 
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◯高齢者 
前計画期間中の交通事故死者数に占める高齢者の割合は 51.4%(72 人

中 37 人)で、高齢者の人口構成比約 23.９%（令和２年 10 月 1 日時点）
の２倍以上となっており、安心して外出・移動できる対策や意識向上の取
組が必要。 
◯歩行者（子ども） 

前計画期間中の交通手段別死者数に占める歩行者の割合は 37.5%(72
人中 27 人)と最多で、横断歩道においては歩行者優先であることを含め、
ドライバーの歩行者保護意識だけでなく、歩行者、特に子どもと高齢者の
交通ルール遵守や安全確認の徹底などの意識の向上を図る必要がある。 

 

 

 

◯自転車 
自転車の交通事故死傷者数は減少傾向（平成 27 年＜基準年＞の 277 人

⇒令和 2 年の 188 人）であるものの、全体の死傷者数のうち自転車の占め
る割合が徐々に高くなっているのが特徴。自転車通行空間の整備だけでな
く、自転車安全利用講習会の開催や各種啓発の取組を通じて、自転車利用
者、ドライバーに対する交通ルール周知が必要である。 
◯自動二輪車・原付 

前計画期間中の交通手段別死者数に占める二輪車の割合が 25.0％(72
人中 18 人)と一定数発生していることから、警察、近隣自治体などと協力
して、運転者の安全意識の向上につながる取組実施の必要がある。 

第 10 次 第９次 第 8 次 
22 

16 

 1,266 

〇全体評価 
交通事故死傷者数は、平成 17 年の 3,645 

人をピークに増減を繰り返しながら、減少傾
向で推移している。 

第 10 次交通安全計画（平成 28 年度～令
和２年度）では、目標を「交通事故死傷者数
を 1,700 人以下とする(基準年:平成 27 年
の 2,392 人から△28.9%)」と設定した。
計画期間中は減少傾向が見られ、前倒しで目
標を達成することができた（令和 2 年
1,266 人）が、死者数については、減少に
はつながらなかった。 

3,645 
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４ 基本構想                                                          
                 

 
             
             
         
   
 
 
 

 
 
 
５ 交通安全対策を考える視点及び対策の柱                                                         

交通事故発生件数及び死傷者数の減少から、これまでの計画に基づき実施してきた対策には一定の効果があったものと考えられ、前計画までに実施した
交通安全対策を踏まえながらも、重大事故を防ぐために、より有効性が見込まれる新たな対策を進めていく必要があると考える。 

そのため、国及び県の計画との整合性を図り、以下のように交通安全対策を８つの視点と３つの柱により構築する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交通安全対策を考える８つの視点 
※国、県で定める視点とリンクした内容 

①高齢者及び子どもの安全確保      
②歩行者、自転車利用者及び二輪車運転者の安全対策 
③生活道路における安全確保  
④先端技術の活用推進  
⑤交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 
⑥地域主体の交通安全対策の推進 
⑦交差点等における対策の推進 
⑧交通安全教育の推進 

講じようとする対策３つの柱 
※国、県が定める柱のうち、市が担うことがで

きる分野のみ掲載 
Ⅰ 道路交通環境の整備  
Ⅱ 交通安全思想の普及徹底  
Ⅲ 先端技術の活用及び調査研究の充実 

（参考）国…24 時間死者数:2,000 人以下（30 日以内死者数:2,400 人以下） 
   （IRTAD30 か国で「10 万人あたり 30 日以内死者数」が最も少なくなる割合 1.96 を目指す） 

      重傷者数:22,000 人以下（新） 
    県…24 時間死者数:125 人以下（第 10 次目標 155 人から△20%） 

重傷者数:600人以下（新）（令和２年754人から△20.7%） 
 

【基本理念】「交通事故ゼロの豊田市を目指して」（第 10 次:交通事故のない社会を目指して） 
  交通事故がいかに社会的・経済的に大きな損失をもたらすかを勘案し、交通事故のない豊田市をミライのフツーととらえ、これからの交通環境

や社会情勢を的確に捉えた交通安全対策について取り組んでいく。 
【目  標】令和７（2025）年までに「交通事故死傷者数を 1,000 人以下とする」（第 10 次:1,700 人以下） 

（基準年:令和 2 年の 1,266 人から△21.0%※愛知県の 24 時間死者数及び重症者数合計の減少率を参照） 
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６ 対策の柱別の主な個別対策（下線部は新規掲載事業 ◎は豊田市独自）                                                

 

Ⅰ 道路交通環境の整備（34 事業）  
◯生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 
 ・生活道路における歩行者の安全を確保するため、地域の交通課題に対

応する道路や主要道路等において、歩道等の整備を推進 
 ・生活道路における面的速度規制する「ゾーン３０」の整備を始め、ハ

ンプや狭さく等の物理的な速度抑制装置を導入し、域内の安全を推進 
 ・ゾーン３０規制と併せたキッズゾーンの整備や安全のみどり線整備な

ど通学路における安全確保など子どもを事故から守る対策の推進 
 ◎信号機がなく、歩行者、自動車の交通量が多い横断歩道に押しボタン

式横断者明示標識を整備 
◯幹線道路における交通安全対策の推進 

・交通事故データやビッグデータ等の活用により、交通事故多発地点や
危険箇所を特定し、効果的・効率的な事故対策を実施 

 ・若林駅付近連続立体交差事業や県道宮上知立線関連市道整備事業など
においてアクセス機能の強化や交通安全の確保を図る 

◯自転車利用環境の総合的整備 
 ・自転車通行空間整備事業や駅周辺の駐輪場の整備、道路における放置

自転車の対策などにおいて、自転車の利用環境を整備 
◯交通需要マネジメントの推進 
 ・規制緩和や各種支援事業を通じた先進技術の推進及び地域課題・市民

生活向上に資する「移動サービス」の担い手育成・支援を推進する先
進移動技術等実証事業の実施 

◯駐車対策の推進 
 ・交通情報提供やパークアンドライドの普及など円滑な交通環境の整備 

Ⅱ 交通安全思想の普及徹底（35 事業）    
 用者の安全意識の向上を図る 
・二輪車の死亡事故につながりやすい山村地域を中心に、関係機関等と

連携した二輪車安全利用の推進 
◯市民等の参加・共働の推進 
 ・各地域会議で取り組まれている地域予算提案事業において、地域の特

性にあった交通安全対策を推進 
 

◯段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 
 ◎発達やライフステージ（幼児・保護者・小学生・中学生・高校生・高

齢者・一般）に応じて、交通安全学習センターにおける講習の実施 
 ・通学路の重点指導箇所に交通指導員を配置し、児童の安全確保を図る 
 ◎高齢者交通安全防犯世帯訪問、高齢者運転技術講習会を通じて、高齢

者を事故から守るための教育の推進 
◯交通安全に関する普及啓発活動の推進 
 ・関係機関、団体等連携した各季（春・夏・秋・年末）における交通安

全市民運動を実施 
◎とまってくれてありがとう運動や歩行者保護モデルカー活動を通じ

て、歩行者自らまたはドライバーの歩行者保護意識の向上を図る 
 ・豊田市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定（令和２

年４月制定）により、自転車保険の加入促進を図るほか、自転車安全
利用講習事業、自転車用ヘルメット購入費補助などにより、自転車利 

Ⅲ 先端技術の活用及び調査研究の充実（５事業）  
◯道路交通の安全に関する先端技術の活用及び調査研究の充実 
 ◎スマートポールなど新たな技術を活用した実証実験をはじめ、路車

間・車車間・歩車間通信を活用した運転支援システムへの転換・普及
への推進 

 ・ビッグデータや交通事故データ、映像記録型ドライブレコーダーのデ
ータ、◎ヒヤリハットデータを活用した交通事故対策の検討 
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 令和７年度 豊田市交通安全アクションプラン                                            
 

 Ⅰ 道路交通環境の整備                                               ３４事業  
■Ⅰ－１ 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅰ-1-1 
 

生活道路対
策エリア事
業 

交通安全
防犯課 

■生活道路の対策と併せて、各道路管理者、県公安
委員会、地域住民と連携して、幹線道路（国・県
道）においてもトラフィック（走行）機能改善、
生活道路への流入抑止対策等を実施する。 

 計画区域:猿投台地区（平戸橋町・花本町・青木
町・荒井町・越戸町） 

・物理的デバイスの狭さくによるゾーン 30 プ
ラス整備を協議 

・公安委員会や地元との協議を実施 
【実施概要】 
 協議箇所 上丘町、広川町・森町・御立町 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-1-2 
 

市道歩道設
置事業 

土木課 ■生活道路における歩行者の安全を確保するため、
地域等からの要望を踏まえ、交通需要の変化に伴
って生じた地域の交通課題に対応する道路や地
域を支える主要道路等において、安全な通行空間
を確保する歩道等の整備を推進する。 

 計画:市道六ツ木岩倉線  
    市道御立野見 1 号線 
       市道千足深田山線ほか 2 路線 

・歩道整備事業 L=671ｍ 整備実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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Ⅰ-1-3 
 

市道新設改
良事業 

土木課 ■交通事故のない安全・安心な道路交通環境の確保
に向け、地域等からの要望を踏まえ、交通需要の
変化に伴って生じた地域の交通課題に対応する
道路や地域を支える主要道路等、生活道路の整備
を推進する。 

 計画:市道松平足助線 
    市道伊保貝津線ほか 2 路線  
    市道若石山住宅 5 号線  
    市道落合向井山線   
    市道藤岡西中山藤営線  
    市道立岩平古線 
    市道藤岡田中二反田線 
    市道力石中金線 
    市道歌石挙母線 
    市道小原簗平川下線 

・道路新設改良事業 L=3,835ｍ 整備実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-1-4 
 

市道整備事
業（旧東加茂
地域） 

地域建設
課 

■通学路を含めた地域等からの要望を踏まえ、様々
な交通課題（事故・渋滞発生・ヒヤリハット・歩
行保護等）に対応した交通事故を未然に防止する
安全な道路交通環境の確保に向け、生活道路の整
備を推進する。 

 計画:市道下山下平入り坂線ほか 1 路線 
    市道足助佐切国閑平折線 
    市道足助野林冷田線 
    市道旭八幡牧場線 

・市道整備事業 L=121m 整備実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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Ⅰ-1-5 
 

ゾーン３０
プラス整備
事業 

交通安全
防犯課 

■地域の要望に基づき、生活道路における面的速度
規制やハンプ、狭さく等の物理的な速度抑制施設
を導入し、区域内の速度抑制及び幹線道路からの
流入車両の抑制を図る 

■ゾーン 30 から更なる速度抑制、通過抑制を図る
ため、ハンプ等の物理的デバイスが必須となる
「ゾーン 30 プラス」に変更された。 

 計画:猿投台・井郷地区 A=96.6 ㎡ 

・物理的デバイスの狭さくによるゾーン 30 プ
ラス整備を協議 

・公安委員会や地元との協議を実施 
【実施概要】 
 協議箇所 上丘町、広川町・森町・御立町 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-1-6 
 

キッズゾー
ン整備事業 

保育課 
交通安全
防犯課 

■園児の通園時、散歩時の安全確保に向け、こども
園等の周辺道路を「キッズゾーン」に指定する。 

・ゾーン 30 の導入に合わせたキッズゾーン指
定の区域拡大に向け、引き続き推進してい
く。 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-1-7 交通安全施
設整備事業 

交通安全
防犯課 

■地域の要望、事故データ、ヒヤリハットデータベ
ース、プローブデータ等に基づき、道路反射鏡、
防護柵、区画線等の交通安全施設を整備し、交通
事故危険箇所等の解消を図る。 

・地域要望等に基づき、交通危険箇所の解消を
図るため交通安全施設を整備 

【実施概要（主な施設】 
 カラー舗装 S=1,244 ㎡ 
  防護柵 L=2,536ｍ 
 カーブミラー N=140 基 
 区画線 L=91,135m 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-1-8 安全のみど
り線整備事
業 

学校教育
課 

■通学路整備要望に基づき、市街地等の歩道設置が
困難な路線に通学路を明示するための安全のみ
どり線を設置する。 

 計画路線:通学路整備要望路線 

・17 校区において、安全のみどり線を 8,065
ｍ設置。これまでの総延⾧は、285,437ｍ ほぼ計画 

通り 
継続 
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Ⅰ-1-9 通学路交通
安全プログ
ラム 

学校教育
課 
土木課 

■県公安委員会、道路管理者等で構成する豊田市通
学路整備推進会議により対策箇所の抽出や対策
内容を検討するとともに、対策効果を把握し、対
策の改善・充実を行うことにより継続的な通学路
の安全確保を図る。 

 計画路線:市道藤岡西中山藤営線（再掲） 
      市道千足深田山線ほか 2 路線（再掲） 
      市道若石山住宅 5 号線（再掲） 
      市道高嶺通学線 
      市道藤岡飯野広瀬線 

・36 小中学校区の通学路危険箇所への短期的
な対策の実施結果及び、複数年度による⾧期
的整備の実施予定を対策一覧表・対策箇所図
に位置付けた。 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-1-10 押しボタン
式横断者明
示標識の整
備事業 

交通安全
防犯課 

■信号機が設置されておらず、歩行者、自動車の交
通量が多い横断歩道に整備 

■令和 2 年度末現在 4 か所設置済み 

・交通安全施設（横断者明示標識「製品名:ぴ
かっとわたるくん」）を整備 

・横断歩道手前で車両の一時停止を促すととも
に、歩行者の存在、横断の意思表示を支援 

・令和 4 年度からは電光文字表示盤に変更 
【実施概要】 
 整備場所 柿本町、西岡町、大林町、天王町 
 N=4 組（西岡町・大林町:１組２基、 
     柿本町・天王町:１組３基） 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-1-11 都心環境計
画 

都市整備
課 

■名鉄豊田市駅周辺における歩行者優先ゾーンに
おいて、駅前広場の整備、歩車共存道路整備、ゾ
ーン 30 の拡充などにより、都心における円滑な
歩行者動線を確保し、人中心の安全で快適なにぎ
わいのある空間を創出する。 

 計画区域:名鉄豊田市駅及び愛環新豊田駅を中心
とした概ね 1km の区域（約 196ha） 

・円滑な歩行者動線を確保し、人中心の安全で
快適なにぎわいのある空間整備に向けて、西
口ペデストリアンデッキ（D ブロック）の改
築工事を実施。また、歩車共存道路整備に向
けて、市道西町若宮線（約 100ｍ）の電線共
同溝整備工事を実施。加えて、東口駅前広場
（交通ロータリー）の整備工事に着手。 

計画より 
遅れている 

継続 
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■Ⅰ－２ 幹線道路における交通安全対策の推進 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅰ-2-1 
 

交通事故多
発地点対策
事業 

建設企画
課 
土木課 
道路維持
課 
交通安全
防犯課 

■交通事故データやビッグデータ等の活用により、
交通事故多発地点や危険箇所を特定し、国・県の
各道路管理者、県公安委員会と連携を図り、多発
する事故類型に応じた効果的・効率的な交通事故
対策を実施する。 

・対策の実施 
・急ブレーキ・事故発生状況分析、対策完了箇

所の効果検証 ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-2-2 
 

豊田刈谷線
整備事業 

街路課 ■都市間交流を支える幹線道路として事業を推進
し、交通の円滑化や物流の効率化を図るととも
に、市民が安全で快適に移動できる道路環境を確
保する。計画延⾧:1,500ｍ 

・本田町金池交差点から本田町三光交差点 
用地取得及び一部工事 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅰ-2-3 
 

高橋細谷線
整備事業 

街路課 ■主要産業施設等へのアクセス機能の拡充を図る
とともに、市民が安全で快適に移動できる道路環
境を確保する。計画延⾧:2,240ｍ 

・野見御立工区 工事 
・竜宮橋工区 国等との関係機関協議及び工事 
・⾧興寺第 1 工区 工事 
・下市場・⾧興寺第 2 工区 用地取得 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-2-4 
 

浄水駅北通
り線ほか１
路線整備事
業 

幹線道路
推進課 

■豊田北バイパスの整備に併せて事業を推進し、交
通の円滑化やバイパスへのアクセス性向上を確
保する。 

 計画延⾧:（都）浄水駅北通り線 260ｍ 
      （都）西山上挙母線 280ｍ 

・用地取得 A=234 ㎡ 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-2-5 
 

若林駅付近
連続立体交
差事業 

街路課 ■鉄道の高架化により東西に分断した地域の一体
化を実現し、交通渋滞の原因となっている踏切の
除去により新しい一体的な市街地形成を行うと
ともに、高架化に併せて側道の整備を行い、市民
が安全で快適に移動できる道路環境を確保する。 

 計画:鉄道高架化、踏切除去（4 か所） 
    市道若林高架側道 1 号線 L＝990ｍ 
    市道若林高架側道 2 号線 L＝530ｍ 
    市道若林高架側道 3 号線 L＝460ｍ 

・鉄道高架化 
関係機関協議及び本体高架工事 

・若林高架側道 2 号線ほか 2 路線 
用地取得及び設計 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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Ⅰ-2-6 
 

豊栄河合線
整備事業 

街路課 ■地域間を結ぶ幹線道路として事業を推進し、市民
が安全で快適に移動できる道路環境を確保する。
計画延⾧:340ｍ 

 
ほぼ計画 

通り 

令和 4 
年度で 
完了 

Ⅰ-2-7 
 

西岡吉原線
ほか 1 路線
整備事業 

街路課 ■若林駅付近連続立体交差事業に併せて事業を推
進し、市民が安全で快適に移動できる道路環境を
確保する。 

 計画延⾧:（都）西岡吉原線 3,050ｍ 
      （都）若林東西線 1,170ｍ 

・西岡吉原線 用地取得 
・若林東西線 用地取得及び設計 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅰ-2-8 
 

越戸駅前広
場整備事業 

街路課 ■県道西中山越戸停車場線事業に併せて事業を推
進し、越戸駅の利用者が安全で快適に移動できる
道路環境を確保する。 

 計画:越戸駅前広場 A=2,300 ㎡ 
    市道越戸花本線 L=150ｍ 

 

ほぼ計画 
通り 

令和４ 
年度で 
完了 

Ⅰ-2-9 
 

豊田南・北バ
イパス関連
市道整備事
業 

幹線道路
推進課 

■国土交通省の事業である豊田南・北バイパス（東
新町～勘八町）の整備により分断される市道の機
能回復や、安全な地区内生活交通確保のための市
道整備を実施し、交通安全の確保を図る。 

・工事 L=48ｍ 
・用地取得 A=1,260 ㎡ ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅰ-2-10 
 

県道宮上知
立線関連市
道整備事業 

幹線道路
推進課 

■愛知県の事業である県道宮上知立線（中田町～大
島町）の整備により分断される市道の機能回復
や、安全な地区内生活交通確保のための市道整備
を実施し、交通安全の確保を図る。 

・本地今川線 用地取得 
・大島豊２号線 設計 
・（仮）西岡大島１号線 設計 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-2-11 土地区画整
理事業及び
関連事業 

市街地整
備課 
区画整理
支援課 

■土地区画整理事業による都市計画道路、区画道路
等の整備により歩車分離を図り、歩行者の安全を
確保する。 

 計画区域:若林地区、浄水特定地区、平戸橋地区、
四郷駅周辺、土橋地区、寺部地区、花
園地区 

・事業計画に基づき道路整備を実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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■Ⅰ－３ 自転車利用環境の総合的整備 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅰ-3-1 自転車通行
空間整備事
業 

建設企画
課 
土木課 

■歩行者の安全確保、自転車の交通事故削減を図る
ため、自転車交通事故の多い路線を優先的に、車
道に路面表示で自転車の通行位置を明示する整
備等を実施する。 

・（都）小坂若林線における自転車専用通行帯
の整備完了 

・整備済み路線における事故発生状況分析、効
果検証 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-3-2 自転車利用
の仕組みづ
くり 

交通政策
課 
交通安全
防犯課 

■エコ交通出前教室等のモビリティ・マネジメント
と連携し、自転車利用の促進を図るとともに、自
転車利用時における交通ルールの周知を図る。 

・ツーリズムとよたと連携し、おいでんバスを
利用したポタリングを PR した。また自転車
積載ラック付きおいでんバスを運行した。 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-3-3 駅周辺駐輪
場整備・運営
事業 

交通安全
防犯課 

■駅周辺での土地区画整理事業による都市計画道
路、駅前広場等の新設、改築とあわせて駐輪場を
整備し、交通結節点機能の改善による円滑な通行
の確保及び放置自転車の防止を図る。 

 計画:若林駅周辺 １か所 

・仮設駐輪場の共用 若林駅周辺 １か所 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-3-4 放置自転車
対策事業 

交通安全
防犯課 

■豊田市自転車等放置防止条例に基づく駐輪場の
管理、道路における放置自転車の撤去、所有者へ
の返還等を適正に行い、交通の円滑化及び都市の
美観の維持を図る。 

・放置自転車の撤去、所有者への返還を実施 
【実施概要】 
 撤去台数         924 台 
 返  還        165 台 
 処分（廃棄・売却） 813 台 
 警察引渡       42 台 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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■Ⅰ－４ 交通需要マネジメントの推進 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅰ-4-1 公共交通ネ
ットワーク
改善事業 

交通政策課 ■おいでんバスにおけるバスロケーションシステ
ム利用データ等の分析をもとに、ダイヤ改正や経
路変更等の改善を行うほか、パークアンドライド
の推進により、公共交通の利用を促進する。 

・バスキャッチの運用を通じて、おいでんバス
利用者に速く、正確にバスの位置情報や遅延
情報、到着予測を提供できた。また、イベン
ト等で運行経路が変更する際に、変更後の経
路を Google マップに表示することで、大き
な混乱が生じないように対応した。 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-4-2 多様なモビ
リティ・マネ
ジメントの
実施 

交通政策課 ■小中学校、地域の高齢者を中心にエコ交通出前教
室を実施し、自発的な交通行動の変化を働きかけ
るモビリティ・マネジメントを展開する。 

・小学生（３回）及び高齢者団体（１回）に対
し出前講座を行った。 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅰ-4-3 事業所によ
る交通需要
マネジメン
ト活動の実
施 

交通政策課 ■豊田エコ交通をすすめる会を活用した事業の検
討・実施を推進する。 

 

ほぼ計画 
通り 

令和４ 
年度で 
完了 

Ⅰ-4-4 先進移動技
術等実証事
業 

未来都市推
進課 

■規制緩和や各種支援事業を通じた先進技術の推
進及び地域課題・市民生活向上に資する「移動サ
ービス」の担い手育成・支援を推進する。 

・市民や市外からの来訪者が「C+walk T」で
中心市街地を楽しく回遊できる事業「まち+
モビ」の実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

 
■Ⅰ－５ 駐車対策の推進 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅰ-5-1 交通情報提
供事業 

交通政策課 ■みちナビとよたについて、利用者が求める情報の
整理を行い、誰もが見やすく分かりやすいサイト
に再構成する。 

・みちナビとよたにて利用者が求める情報の提
供を行った。またバスキャッチ及び市ホーム
ページ等への情報集約により、利便性のさら
なる向上をはかることを目的として行うみ
ちナビとよたのサービスを終了に向けて、情
報の整理及び周知方法の検討等を実施した。 

ほぼ計画 
通り 

縮小 
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Ⅰ-5-2 パークアン
ドライドの
普及 

交通政策課 ■都市部の交通渋滞を緩和し、道路の円滑な通行を
確保するため、駅やバス停周辺における駐車場利
用の普及を図り、安全な公共交通機関への転換及
び利用促進を図る。 

・休日割サービスの周知のため、愛知環状鉄道
の車内や駅構内に掲示を行った。 

・経年劣化が見られた駐車場の案内看板や緑
石、ロードポール等の修繕を行った。 

ほぼ計画 
通り 

継続 

 
■Ⅰ－６ 交通安全に寄与する道路の維持管理 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅰ-6-1 道路占用許
可業務 

土木管理課 ■道路法 32 条の規定に基づき、道路の構造を保全
し、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、道
路の占用許可について適正な運用を実施すると
ともに、道路交通に支障を与える不法占用物件の
防止及び一掃を図る。 

・年間 2 回（６月、１１月）豊田市道路占用連
絡協議会を開催（書面・資料配布）し、占用
者に対し他機関の工事情報の周知を行い、円
滑な工事が行われるよう要請した。また、道
路法第32条に基づき約3,300件の許可を適
正に行った。道路占用等に関する窓口相談に
おいても、不法占用物件とならないよう指
導、助言等を行った。 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅰ-6-2 適正な道路
の維持管理
の実施 

道路維持課 
地域建設課 

■道路パトロールや自治区、道路利用者からの道路
損傷箇所等の情報について、迅速に対応し、道路
を常時良好な状態に維持し、安全かつ円滑な道路
交通の確保を図る。 

■積雪や凍結の多い地域における除雪や自治区へ
凍結防止剤の配布、自治区による凍結防止剤の散
布の協力を得ることで、積雪、凍結に起因した交
通事故の防止を図る。 

・道路損傷箇所に対しては、道路パトロールに
よる情報提供 2,133 件に対し緊急を要する
1,051 件について迅速に対応した。その他に
ついては、次年度実施予定 

・自治区及び凍結箇所へ融雪剤 2,250 袋を配
布 

ほぼ計画 
通り 

継続 

計 ３４事業 
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 Ⅱ 交通安全思想の普及徹底                                        ３５（再掲２）事業  
■Ⅱ－１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅱ-1-1 交通安全学
習センター
の施設内講
習・出張講習
の実施 

交通安全防
犯課 
（交通安全
学習センタ
ー） 
 

■交通安全学習センターにおいて、幼児から高齢者
に至るまで、心身の発達段階のライフステージに
応じた段階的かつ体系的な施設内講習・出張講習
を行う。 

・幼児から高齢者まで、各年代に応じた段階的
かつ体系的な交通安全講習を施設内及び出
張により希望に応じて実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

①幼児講習 ・歩道の安全な歩き方、道路の安全な横断の仕方、
信号の見方、危険な行動の禁止、保護者との行動
の重要性等の講習を行う。 

 対象:幼児（4・5 歳児） 

・4・5歳児に対して団体講習を計113回5,369
人に実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

②保護者講
習 

・保護者の役割、交通マナーの実践、子どもの行動
特性の理解、チャイルドシート・シートベルトの
正しい着用方法、子どもが安全に道路通行する方
法等の講習を行う。 

 対象:りすくらぶ（園児の保護者団体）等 

・保護者に対して出張講習を 2 回 63 人に実施 
 ほぼ計画 

通り 
継続 

③小学生講
習 

・標識の種類と見方、登下校時の行動、危険な行動
の禁止、自転車の安全な利用、自動車の合図、危
険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等
の講習を行う。 

 対象:小学校 1 年生・4 年生 

・小学校 1 年生に対して施設内講習（歩行実技）
を計 90 回 3,305 人、小学校 4 年生に対し
て施設内講習（自転車講習）を計 99 回 3,594
人に実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

④中学生講
習 

・自転車教室を計画的に実施し、自転車の法的位置
づけ、路上駐輪の禁止、自転車の安全な利用、危
険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等
の講習を行う。 

 対象:中学校 1 年生 

・中学校 1 年生に対して出張講習（自転車講習）
を計 27 回 3,667 人に実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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⑤高校生講
習 

・自転車教室を計画的に実施し、交通法規の遵守、
暴走行為の禁止、自転車の安全な利用、二輪車・
自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、
自転車事故の恐ろしさ等の講習を行う。 

 対象:高校 1 年生 

・高校 1 年生に対して出張講習（自転車講習）
を計 10 回 2,620 人に実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

⑥高齢者講
習 

・加齢に伴う身体機能の変化が及ぼす影響の理解、
夜間の視認性と反射材の効果、歩行環境シミュレ
ータ等の機器を利用した安全な道路通行方法等
の講習を行う。 

 対象:高齢者 

・高齢者に対して施設内講習を計 23 回 633
人、出張講習を計 15 回 234 人に実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

⑦一般講習 ・受講団体の要望を基に、各種交通安全講習を実施
する。 

 対象:成人、大学生、障がい者、外国人等 

・その他団体に対して施設内講習を計 5 回 108
人に実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅱ-1-2 交通安全学
習センター
の特殊機器
の更新 

交通安全防
犯課 

■事業計画書に基づき特殊機器の更新を行い、教育
教材の充実を図る。 

 実施年度:令和 3 年度 

 
ほぼ計画 

通り 

令和 3 
年度で 
完了 

Ⅱ-1-3 新入学児童
黄色帽子配
布事業 

交通安全防
犯課 

■新入学児童全員に黄色帽子を配布することで、交
通安全意識の向上と登下校時の安全確保を図る。 

・新入学 1 年生約 3,200 人に黄色帽子を配布 ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-1-4 市交通指導
員の配置 

交通安全防
犯課 

■通学路の重点指導箇所に市交通指導員を配置し、
登下校時を中心に街頭指導を実施することで、児
童の安全確保を図る。 

・小学校 30 校に交通指導員を配置し、児童の
登下校時における安全確保を実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅱ-1-5 通学路整備
推進会議の
開催 

学校教育課 ■学校からの要望事項について、教育委員会、県公
安委員会、道路管理者等の関係機関がその実現性
を検討し、通学路の交通安全施設等の整備を進
め、通学路の安全確保を図る。 

・推進委員会議（1 回）、担当者会議（1 回）
を開催し、学校からの要望事項（85 要望書）
について検討した。令和 6 年度の通学路整備
の実施率は、約 97％であった。 

ほぼ計画
通り 

継続 
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Ⅱ-1-6 運転免許証
自主返納の
促進 

交通安全防
犯課 

■運転に不安を抱えるドライバー、認知症高齢者等
やその家族に対して、各種交通安全講座や啓発活
動により、運転免許証自主返納制度を紹介し、自
主返納を促していく。 

■運転経歴証明書や高齢者交通安全モデルカード
（通称ももカード）を提示すると特典が受けられ
る県の制度について、市民会議加盟団体等に呼び
かけ、市内のサポート企業を増やす取組を進め
る。 

・高齢者交通安全防犯世帯訪問事業等において
チラシを配布、市ホームページに掲載等、運
転に不安を抱えるドライバーに「運転免許証
自主返納制度」を紹介、高齢者サポート制度
の新規事業所を随時追加 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅱ-1-7 高齢者交通
安全防犯世
帯訪問事業 

交通安全防
犯課 

■高齢者が住む世帯を訪問し、高齢者とその家族に
対して交通安全に関する啓発や運転に不安を抱
える高齢者に対して運転免許証の自主返納制度
を紹介し、交通安全に対する意識の向上及び交通
事故の防止を図る。また、各種福祉事業との連携
を図り、制度の充実を図る。 

 対象:75 歳以上の高齢者が住む世帯 

・75 歳以上の高齢者が住む 9,280 世帯を訪問
し、計 12,286 人へ交通安全・防犯の啓発を
実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅱ-1-8 高齢者運転
技術講習会
の実施 
（シニアの
ための運転
技術講習会） 

交通安全防
犯課 

■車両の特性と限界、急制動、危険回避等の体験を
通して状況に応じた実践的な安全運転技能の習
得を図るとともに、安全運転意識の重要性を再認
識する講習を実施する。 

 対象:高齢運転者 

・市内の自動車学校 2 校において、計 8 回 166
人に講習を実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-1-9 
 

交通安全を
推進するリ
ーダーの育
成 

交通安全防
犯課 
（交通安全
学習センタ
ー） 

■地域での道路交通に関するモラルの向上を図る
ため、街頭啓発活動や学習活動等を推進するリー
ダーを育成する講習を行う。 

 対象:高齢者交通安全アドバイザー（高齢者クラ
ブ選任）、交通安全委員（自治区選任）   

・交通安全学習センターにおいて、交通安全ア
ドバイザー（3 回 91 人）、交通安全委員（3
回 171 人）に対して講習を実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅱ-1-10 高齢者交通
事故現場移
動講習会の
実施 

交通安全防
犯課 
（交通安全
学習センタ
ー） 

■警察と連携し、歩行中及び自転車乗車中の人身事
故が多く発生した交差点等を数箇所移動しなが
ら、交通事故の発生状況や防止策、交差点の特徴
等の講習を行う。 

 対象:高齢者交通安全アドバイザー（高齢者クラブ選任） 

・交通事故が起きた 2 箇所（御作町、亀首町）
の現場を移動しながら、交通安全学習センタ
ーと豊田警察署員が連携して計 5 回 42 人に
対して講習を実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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■Ⅱ－２ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅱ-2-1 各季の交通
安全市民運
動の実施 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■年間を通じての交通安全市民運動の重点事項を
掲げるとともに、春、夏、秋、年末の市民運動期
間においては、より効果的な運動を展開するた
め、時季や交通事故情勢を勘案した重点事項を個
別に設定して取り組む。 

・各季の交通安全市民運動期間に各団体による
交通安全街頭活動を実施したほか、各種啓発
（歩行者保護・自転車の安全利用・高齢者の
事故防止・飲酒運転根絶・ライト点灯・とま
ってくれてありがとう運動等）を実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-2 
 

交通事故死
ゼロの日広
報の実施 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■毎月 10 日、20 日、30 日の「交通事故死ゼロの
日」に市内一斉の活動として、地域の実情に応じ
た市民参加によるキャンペーンを展開し、交通死
亡事故防止を図る。 

・毎月 10 日、20 日、30 日に自治区や企業等
による立哨や広報車両による啓発活動を実
施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-3 交通安全イ
ベントの開
催 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■交通安全への理解を深め、交通ルール遵守とマナ
ー向上の啓発を目的とし、子どもから高齢者まで
が楽しみながら交通安全意識と思いやりの大切
さを学ぶ機会として、交通安全をテーマとしたイ
ベントを開催する。 

・ラリー関連等各種イベントでの啓発を実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-4 交通安全市
民大会の開
催 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■交通安全の推進に功績のあった市民・団体の表彰
や交通安全教育の指導が顕著で交通事故防止に
成果を挙げたこども園、幼稚園、小学校、中学校
の表彰等を行い、交通事故防止意識の向上と交通
安全活動の推進を図る。 

・1 月 25 日に福祉センターホールにて開催。
交通安全功労者 2 人・豊田市交通安全グリー
ン功労賞 18 人・4 団体、交通事故防止優良
校園 132 校園の表彰を実施した。 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-5 交通安全作
品（ポスタ
ー、作文、標
語）募集事業 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■作品の制作を通じて交通安全意識の向上を図り、
優秀作品を表彰するとともに、各種交通安全イベ
ントや啓発活動に広く活用する。 

・交通安全作品の応募総数は 3,078 点 
・交通安全啓発優秀作品（最優秀 12 人・優秀

18 人・佳作 21 人）の表彰を実施 
・受賞作品については、各種啓発活動での利用

のほか、市役所ロビー等にて展示し、活用し
た。 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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Ⅱ-2-6 とまってく
れてありが
とう運動 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■歩行者が横断歩道を渡るとき、歩行者と運転者が
アイコンタクトを行い、一時停止した運転者に対
して、歩行者から積極的に会釈などで「とまって
くれてありがとう」と感謝を伝えることで、横断
歩道を渡る際の安全確認の徹底を図る。 

■運転者は歩行者から感謝を伝えられることによ
り、自身の運転を見直し、歩行者の安全を確保す
る意識の向上を目指す。 

・令和 4 年度から地区を定めず、全市展開 
・各季の交通安全市民運動期間中、幹線道路の

歩道橋へ横断幕を掲示 
・希望のあった公立・私立園に横断旗を配布 
・啓発動画をとよた科学体験館プラネタリウム

にて投映 
・押しボタン式横断者明示標識の設置と併せた

啓発の実施 
・各季の交通安全市民運動期間、各種イベント、

講習等での啓発、啓発物品の配布 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-7 歩行者保護
モデルカー
活動 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■警察・商工会議所・企業等と連携し、委嘱された
事業所が「速度遵守」「ハイビームの活用」「歩
行者優先」の 3 項目を実践し、安全運転のけん引
役として活動を展開する。市民も広く参画するこ
とで、一人一人の意識変容を促すとともに、歩行
者優先の運転を実践し、安全運転の街を目指す。 

・委嘱事業所 96 事業所 4,400 台 
・幹線道路の歩道橋や委嘱事業所等へ横断幕を

掲示 
・委嘱事業所に「歩行者保護モデルカー通信」

を発行し交通安全啓発情報を提供（年 2 回） 

ほぼ計画
通り 

継続 

Ⅱ-2-8 とよた3Sド
ライブの推
進 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■交差点事故の防止や思いやり意識の醸成を図り、
自動車、自転車の利用者が特に心がける運転行動
を啓発するため、とよた 3S ドライブを推進する。
特に、「STOP」については、「歩行者保護モデ
ルカー活動」（Ⅱ-2-7）と連携した取組として推
進を図る。 

・各季の交通安全市民運動期間中に、広報車を
使った広報を実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-9 ハンド・アッ
プ運動の推
進 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■道路横断中の事故防止のため、歩行者が道路を横
断するときにドライバーからよく見えるよう手
を挙げる「ハンド・アップ運動」を各種の行事、
啓発活動等を通じて普及促進を図る。 

・警察署や交通団体等と連携し、各種行事にお
いて啓発活動を実施。「とまってくれてあり
がとう運動」と連携 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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Ⅱ-2-10 
 

ライト・オン
運動の推進 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■運転者の視認性の向上と併せ、歩行者、自転車利
用者、対向車等に自車の存在をいち早く知らせる
ため、前照灯を夕暮れ時に早めに点灯することを
促す「ライト・オン運動」を展開し、夕暮れ時の
交通事故防止を図る。 

■「歩行者保護モデルカー活動」（Ⅱ-2-7）と連携
した取組として、夜間早朝の事故防止策として、
ハイビームを推奨する。 

・各季の交通安全市民運動期間中に、広報車を
使った広報を実施 

・歩行者保護モデルカー活動において、ハイビ
ームの活用を推奨 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅱ-2-11 自転車安全
利用推進 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■「豊田市自転車活用推進計画」に基づき、意識づ
くり（通行ルール周知・マナー向上）啓発を行い、
自転車安全利用を推進する。 

■毎月 10 日の「自転車安全利用の日」や 5 月の「自
転車・二輪車安全利用月間」には、自転車利用者
が多い中学生・高校生を中心に、自転車通行空間
の正しい通行方法及び安全利用に関する啓発活
動を実施する。 

■乗車用ヘルメットの着用推進、自転車の灯火点灯
の徹底、自転車損害賠償保険等の加入促進、自転
車の定期的な点検・整備の促進等を図る。 

・警察署等と連携して高校や店舗等において啓
発を実施したほか、交差点等で自転車ルール
を伝えるための指導・啓発を実施 

・イベント等における自転車交通ルールの周知 
・豊田市自転車の安全で適正な利用の促進に関

する条例に基づき、自転車安全利用推進強化
地区を指定（末野原地区）し、重点的に地区
内で啓発を実施 

・自転車乗車用ヘルメット購入費補助金申請者
に対し、自転車安全利用チラシを配布し啓発
を実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-12 自転車安全
利用講習事
業 

交通安全防
犯課 

■子どもから大人まで幅広く受講することができ
る、自転車の安全利用に関する実践的な講習を実
施することで、自転車の交通ルールを始めとした
知識や適切な自転車の乗り方などの技能の習得
を推進する。 

・親子を中心に、座学に加え、自転車の点検整
備やヘルメット着用の重要性の実験、模擬市
街地での実走等、実態に則した自転車講習を
実施 

・19 回 134 人参加 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-13 自転車乗車
用ヘルメッ
ト購入費補
助事業 

交通安全防
犯課 

■自転車乗車時における事故から頭部を保護する
ために、愛知県と協調して、自転車乗車用ヘルメ
ットの購入費に対して補助する。 

・補助交付実績 2,615 個 5,057,400 円 
ほぼ計画 

通り 
継続 

 

 



- 19 - 

Ⅱ-2-14 飲酒運転根
絶の取組 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■飲酒運転の危険性や事故の実態を周知するため、
交通安全教育や広報啓発を推進するとともに、酒
類製造・販売業者、酒類提供飲食店等と連携し、
ハンドルキーパー運動、運転代行サービスの普及
啓発に努める。 

■12 月の「飲酒運転根絶強調月間」を中心に、各
種の広報啓発活動を展開する。 

・各季の運動期間中に、店舗や街頭等で飲酒運
転禁止の呼びかけを実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-15 高齢者を交
通事故から
守る日 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■毎月 30 日（2 月は末日）の「高齢者を交通事故
から守る日」に、高齢者とその周囲の交通安全意
識を高めるとともに、運転者の思いやり意識の浸
透を図るための啓発活動を実施し、高齢者の交通
事故防止を図る。 

・電光掲示板や広報車両による啓発、店舗や高
齢者福祉施設等で啓発を実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅱ-2-16 反射材普及
促進事業 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■夜間における視認性を高め、歩行者及び自転車の
事故防止に効果が期待できる反射材の普及を促
進する。特に、歩行中の死亡事故が多い高齢者に
対しては、高齢者が集まりやすい場所や機会を捉
えて普及促進を図る。 

・交通安全イベント時や挙母神社の「八日市」
において、警察署等と連携して反射材の啓発
活動を実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

Ⅱ-2-17 シートベル
ト・チャイル
ドシート着
用・使用推進
事業 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■毎月 20 日の「シートベルト・チャイルドシート
の日」を中心に、着用を徹底するため、警察が実
施する「関所」の設置に協力するとともに、関係
機関等と連携し、各種講習・交通安全運動等を通
じた啓発を行う。 

・母子健康手帳交付時にチャイルドシート・シ
ートベルト啓発チラシを配布 

・シートベルト・チャイルドシート着用率調査
や警察署等と連携した啓発活動を実施 

 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-18 二輪車安全
利用推進 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■毎月 10 日の「自転車・二輪車安全利用の日」や
毎年 5 月の「自転車・二輪車安全利用月間」、毎
年 8 月 19 日の「バイクの日」を中心に、交通ル
ールの遵守やヘルメット、プロテクターの着用徹
底するため、近隣自治体や関係機関と連携した啓
発を行う。 

・自動車学校において二輪車運転者を対象とし
たライダースクールを実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-2-19 交通死亡事
故多発時に
おける緊急
対策 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■交通死亡事故が一定期間、集中的に発生した場合
に、市民に対し交通事故への注意を喚起するとと
もに、警察、関係機関・団体等と連携して、集中
的な交通事故防止対策を実施する。 

・市内の交通死亡事故多発時に「交通死亡事故
多発非常事態宣言」を 1 回発令。警察署と連
携した緊急啓発を実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 



- 20 - 

■Ⅱ－３ 交通安全に関する団体等の主体的活動の推進 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅱ-3-1 交通安全啓
発物品支給
事業 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■交通安全市民運動をはじめ、地域・学校・市民会
議加盟団体が自主的に行う交通安全活動に対し、
タスキやサインボードの支給等の必要な支援を
実施する。 

・地域・学校・市民会議加盟団体等が実施する
立哨や交通安全教室に対して、タスキやサイ
ンボード、啓発物品を支給 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-3-2 各種団体へ
の活動支援
事業 

交通安全防
犯課 

■交通安全意識の向上のため、交通安全啓発活動や
交通安全教育等を行う各種団体に対して、活動支
援を実施する。 

 対象:豊田みよし交通安全協会、足助交通安全協
会、豊田地区安全運転管理協議会（ヤング
ドライバーセーフティ委員会）、校区交通
安全推進協議会 

・豊田みよし交通安全協会、足助交通安全協会、
豊田地区安全運転管理協議会（ヤングドライ
バーセーフティ委員会）への負担金、校区交
通安全推進協議会への補助金を実施 ほぼ計画 

通り 
継続 

 
■Ⅱ－４ 市民等の参加・共働の推進 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅱ-4-1 地域課題解
決事業 

交通安全防
犯課 
地域交流課 
支所（地域） 

■各地域で取り組まれている地域課題解決事業に
おいて、地域の特性にあった交通安全対策を検討
し、施策に反映する。 

・12 地域で交通安全対策を実施 
 逢妻地域 

「安全・安心・ゆとりの交通安全事業」 
 井郷地域 

「安全で安心して歩けるまちづくり事業」 
 稲武地域 

「世界ラリー選手権を生かした安心安全な
まちづくり推進事業」 

 上郷地域 
「地域で取り組む交通安全対策事業」 

 猿投台地域 
「ゾーン３０区域内における安全性向上事

業」 
 下山地域 

ほぼ計画
通り 

継続 
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「世界ラリー選手権を生かした安心安全な
まちづくり推進事業」 

 末野原地域 
「みんな安全・安心!思いやりのまち末野原

プロジェクト」 
 高橋地域 

「危険箇所みんなで共有 交通安全大作戦」 
 前林地域 

「安全・安心なまちづくり「交通安全対策事
業」」 

 竜神地域 
「安全・安心なまちづくり「交通安全対策事

業」」 
 若林地域 

「安全・安心なまちづくり「通学路の交通安
全対策」」 

 前林・竜神・若園・若林地域 
「世界ラリー選手権を生かした交通安全啓

発事業」 
Ⅱ-4-2 交通事故削

減活動ワー
キング 

交通安全防
犯課 
未来都市推
進課 
交通政策課 
建設企画課 

■交通関連団体・民間企業等と交通事故削減に向け
た対策立案のため情報交換を定期的に行い、交通
安全施策に反映する。 

・トヨタ自動車（株）、（一財）トヨタ・モビ
リティ基金、（公財）豊田都市交通研究所等
官民連携事業「ジコゼロ大作戦」）によるス
マートモビリティインフラ・ヒヤリハットデ
ータ構築・高齢者安全運転診断・プローブデ
ータ活用・児童見守りシステムを展開 

ほぼ計画 
通り 

継続 
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Ⅱ-4-3 とまってく
れてありが
とう運動（再
掲） 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■歩行者が横断歩道を渡るとき、歩行者と運転者が
アイコンタクトを行い、一時停止した運転者に対
して、歩行者から積極的に会釈などで「とまって
くれてありがとう」と感謝を伝えることで、横断
歩道を渡る際の安全確認の徹底を図る。 

■運転者は歩行者から感謝を伝えられることによ
り、自身の運転を見直し、歩行者の安全を確保す
る意識の向上を目指す。 

・令和 4 年度から地区を定めず、全市展開 
・各季の交通安全市民運動期間中、幹線道路の

歩道橋へ横断幕を掲示 
・希望のあった公立・私立園に横断旗を配布 
・啓発動画をとよた科学体験館プラネタリウム

にて投映 
・押しボタン式横断者明示標識の設置と併せた

啓発の実施 
・各季の交通安全市民運動期間、各種イベント、

講習等での啓発、啓発物品の配布 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅱ-4-4 歩行者保護
モデルカー
活動（再掲） 

交通安全防
犯課 
（市民会
議） 

■警察・商工会議所・企業等と連携し、委嘱された
事業所が「速度遵守」「ハイビームの活用」「歩
行者優先」の３項目を実践し、安全運転のけん引
役として活動を展開する。市民も広く参画するこ
とで、一人一人の意識変容を促すとともに、歩行
者優先の運転を実践し、安全運転の街を目指す。 

・委嘱事業所 96 事業所 4,400 台 
・幹線道路の歩道橋や委嘱事業所等へ横断幕を

掲示 
・委嘱事業所に「歩行者保護モデルカー通信」

を発行し交通安全啓発情報を提供（年 2 回） 

ほぼ計画 
通り 

継続 

計 ３５（再掲２）事業 
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Ⅲ 先端技術の活用及び調査研究の充実                                     ６（再掲１）事業  
■Ⅲ－１ 道路交通の安全に関する先端技術の活用及び調査研究の充実 
施策 
番号 

施策・事業名 実施主体 事業内容 
進捗の概要と成果 
（令和６年度） 

進捗 
状況 

方向性 

Ⅲ-1-1 路車間・車車
間・歩車間通
信を活用し
た運転支援
システムの
実証及び普
及促進 

交通安全
防犯課 
未来都市
推進課 
交通政策
課 

■官民と連携し、最先端技術を活用した交通安全施
設（スマートモビリティインフラ）の実証実験を
実施し、路車間・車車間・歩車間通信を活用した
安全運転支援システムへの転換、普及を図る。 

・トヨタ自動車（株）、（一財）トヨタ・モビ
リティ基金、（公財）豊田都市交通研究所等
官民連携事業「ジコゼロ大作戦」によるスマ
ートポール実証実験を実施 

・自転車・二輪に対するスマートモビリティイ
ンフラの効果を検証 

※実施主体 （一財）トヨタ・モビリティ基金、
豊田通商（株）、トヨタ自動車（株）ほか 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅲ-1-2 ビッグデー
タを活用し
た交通事故
対策の実施 

交通安全
防犯課 
未来都市
推進課 
建設企画
課 

■プローブ情報等を活用した潜在的な危険箇所を
把握し、交通事故未然対策を実施することで、交
通事故削減を図る。 

・トヨタ自動車（株）、（一財）トヨタ・モビ
リティ基金、（公財）豊田都市交通研究所等
官民連携事業「ジコゼロ大作戦」によるプロ
ーブデータの活用を推進 

・異なるデータアセットを持ち寄った解析シス
テムを構築するためのデータ解析を開始 

※実施主体 トヨタ自動車（株） 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅲ-1-3 先進移動技
術等実証事
業（再掲） 

未来都市
推進課 

■規制緩和や各種支援事業を通じた先進技術の推
進及び地域課題・市民生活向上に資する「移動サ
ービス」の担い手育成・支援を推進する。 

・市民や市外からの来訪者が「C+walk T」で
中心市街地を楽しく回遊できる事業「まち+
モビ」の実施 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅲ-1-4 交通事故デ
ータの調
査・分析 

交通安全
防犯課 

■交通事故発生箇所のデータベースとマップを作
成し、事故データの集計・分析を行い、事故防止
対策の検討及び交通安全啓発・教育の資料とす
る。 

■収集した身近な危険箇所に関するヒヤリハット
データをデータベース化して公開する。 

・小学校区別交通事故マップにヒヤリハット地
点情報を追加 

・市ホームページに掲載して情報を公開 ほぼ計画 
通り 

継続 
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Ⅲ-1-5 ドライブレ
コーダーデ
ータの活用 

交通安全
防犯課 

■高齢者の自家用車に設置したドライブレコーダ
ーのデータを活用し、運転者の挙動を把握・分析
した上で、安全運転のアドバイスを提供するほ
か、危険箇所の特定や原因分析による交通安全対
策の立案、実施対策後の効果検証を行う。 

・トヨタ自動車（株）、（一財）トヨタ・モビ
リティ基金、（公財）豊田都市交通研究所等
官民連携事業「ジコゼロ大作戦」によるドラ
レコ高齢者安全運転診断の活用を推進 

・高齢者クラブを中心とした約 70 名による実
証実験を実施 

・診断結果のフィードバックにより、高齢者の
運転改善効果を検証 

※実施主体 （株）デンソー 

ほぼ計画 
通り 

継続 

Ⅲ-1-6 ヒヤリハッ
トデータの
活用（令和 4
年度に追加） 

交通安全
防犯課 

■豊田都市交通研究所が 2014 年、2019 年に市内
全小学校へ展開したヒヤリハット調査結果につ
いてデータベース化をし、交通危険箇所の抽出及
び対策に活かす。 

■紙ベースによる調査から WEB 入力が可能なデー
タベース化をし、リアルタイムなデータ更新を実
施する。 

■市内全小学校への WEB 入力を展開する。 

・（一財）トヨタ・モビリティ基金、（公財）
豊田都市交通研究所等官民連携事業「ジコゼ
ロ大作戦」によるヒヤリハットデータベース
ワーキングを展開 

・小学校区別交通事故マップにヒヤリハット地
点情報を追加 

・ラリーと連携した児童向け啓発イベント「交
通安全ひろば」において、ヒヤリハットマッ
プから実際に市内にある危険個所を VR で
再現 

ほぼ計画 
通り 

継続 

                                                計 ６（再掲１）事業 
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